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DuringtherelgnOfRam乱V,theproclamationoftheCanaユAdministrationLawof1870andthe

CanalConstructionLawof1877providedadevelopmentofthenewpolicyonpublicworks. Inorder

tosecurewatertransportationfacilitiesforricetrading,thegovernmentdirecteditseirortstothemain-

tenanceofthetrunkcanalslinkingthelocalproducingcenterswiththecapitalport. Furthermore,
thegovernment,recognlZlngabusesofthelandsystemundertheoldregime,exercisedadministrative

controloverthelargescalelandholdingsandencouragedpeasantstoopenriee点eldsalongthenewly･

excavatedcanals. UnderthesesoelOPOliticalcond]'tionsofthisperiod,canalsystems,basedonthe

traditionaltransportation･inundationcanals,developedalloverthedeltaichighreglOnOntheeast
andwestbanks.

Inthe1880'S,accordingtothedevelopment,toacertainextent,ofanationaleconomy,the

characterofcanalconstructionchagedremarkably. Landwhichcouldbeusedforricecultivation

begantoberecognizedasavaluab1ccommodity. SothegovernmentbegantoglVePermissionto

wealthyo抗cia】noblesandChinesefortheexcavationofprivatecanalsandprivateownershipofland

adjoinlngthem. Inthecaseofdredgingoftheoldcanals,executors,mostlyChinese,Werepermitted

alsotoChargetransittaxesoncargoboatsuslngthecanals. Mostoftheseprivately･financedpro)ects

werecarriedoutinthedeltaflatreg10nWheretherehadbeenswampandmarshlandnotsuitablefor

rieecultivationwithoutcanals.Thisnewly･openedlandwassoldandleasedtopeasants.Itmaybesaid

thatthelandlord･tenantfarmlngnearthenewlyexcavatedcanalsindicatedbvsomescholars,wascaused

bytheconditionsorreclamationoutlinedabove.

Theconstructionofthecanalsystem basedonthetraditionaltransportation-inundationcanals

includingtheprivate】y一缶nancedcanals,ceasedaround1900. Thegovernmentagainbroughtcanal

projectsunderthedirectcontroloftheKrom Kh/ongestablishedforintroducingamoreeffective

modernirrigation-transportationsystem in 1903.

Ⅰ は じ め に

19世紀末葉,とくに五世王治世に入 り,タイ社会は未曽有の変動期をむかえる｡ 19世紀中葉

*京都大学文学部地理学教室

191



東南アジア研究 11巻2号

の自由貿易の開始は,タイ経済を国際分業体制の中に再編する契機となり,アジアの植民地諸

国の恒常的な米需要にこたえるため,輸出米生産をになうことになる｡輸出米生産の拡大と商

品経済の浸透は, 旧制度身分制社会の解体をうながし,五世王を頂点とするChakri王室権力

による徳役制度の廃止,奴隷解放などの社会改革をふ くむ,一連の内政改革が進行する｡Chao

Phrayaデルタの運河開発もかかる社会 ･政治的諸条件のもとに展開する｡国家は,デルタの

運河開発を輸出米生産の基盤条件としてとらえ,いくつかの重要な政策を展開する｡

小稿は,前稿にひきつづきデルタの水運の拡大,濃概 ･排水による耕地の拡大という二側面

から運河開発の展開過程をとらえ,水運管理,土地所有などの諸点から分析を加えることによ

って,この時期における運河開発の変容過程を明らかにする｡

史料としては,『年次別法令集』Prachum Kotmaz'Pracham Soh所収の運河開削 ･改修お

よび沿岸の土地所有に関する法令を中 心に利用する｡また同時に,五世王農務省文書のうち運

河局文書の諸ファイルについても検討を加える｡

ⅠⅠ デルタ下流部運河の二つの機能

五世王治世に入 り,下流部の耕地面積はかなり拡大され,米輸出も1870-4年以降急速に増大

する.1)国家による運河開発には,すでに19世紀中 葉から,商品流通と沿岸荒蕪地の濯翫 ･排水

による水田化という二つの側面があった｡1870年代になると,国家は下流部運河のもつ本来的

な二つの機能をより明確に意識し,より具体的な目的をもつ運河政策ともいうべきものが展開

されはじめる｡

まず既存の幹線運河体系,および Bangkok近郊運河体系を中心とする内陸水運の重要性が

強調され,米を中 心 とする商品流通の要としての運河管理が強力に遂行される｡さらに耕地面

積拡大のための新運河開削に関しては,政府財政の困難から,これまでと異なって,潅潜水の

受益者である沿岸農民に開削費を一部負担させ,土地を占有させた｡これは以前の王族,官僚

貴族による沿岸の大土地所有を抑制すると同時に,農民の水田化による実質的な耕作面積 (経

営面積)の拡大と地租徴収の効率化-の努力でもあった｡

1870年 A.D.の ｢運河管理10項目勅令｣と1877年A.D.の ｢運河開削令｣は, 国家によるか

かる下流部運河開発の基本的性格を明らかにするための重要な史料である｡

1. 内陸水運拡大のための運河管理

｢運河管理10項目勅令｣2)はまず, 運河管理官 PhuTrwattraRaksaKhlongを設け,運河

1) Ingram (1971):pp.37-8.
2) "PrakatNa主RatchaknnThi5,PhraratchabanyatThamniamKhlongMiyu10Kho,C.S.1232(1870
A.D.),"P･K.P.S.,Vol.8,pp.29-38.
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内の船舶航行に関する諸規定にもとづ く管理をさせ,そこに発生する事件の審理 ･裁決の権限

を与えている｡10項目の規定の内容は以下のごとくである｡

(1)運河内に物を廃棄することの禁止O違反者に対 しては運河管理官および NaiKhlong3)

はその者に運河内の清掃,罰金を命じる｡

(2)運河沿岸の人民が運河内部に家屋,商店などを建てたり,家屋の軒外の床が運河内に出

ることを禁止｡岸から3sok(1.5m)以上の桟橋建設の禁止｡

(3)運河内を航行する船舶の停船,停泊に関する規定｡特に横列停泊の禁止｡運河内で座礁

した船,衝突事故などに閑する処置.

(4)材木筏に船舶航行を妨害させないための規定｡幅 2wa(4m)から5wa(10m)の小運河

への大型船乗入れ禁止｡首都の城壁内を貫通する小運河および近接する運河内への汚物廃棄の

禁止および便所の設置に関する規定｡

(5)商品を積載した船舶の停泊に関する規定｡運河内の常設港における商業 ･交易活動をお

こなう船舶の優先捨置｡

(6)櫓でこぐ船 RBaChaeo,竿でこぐ船 RaaPho,曳船 RBaLak,帆船 RBaLaenbaiな

どの安全航行のための操舵法などの規定｡

(7)首都の城壁付近から走行する全運河に,商業活動のための 4sok(2m)ないし6sok(3m)

幅の道路を造成すること.水田 ･園地を濯翫する分岐運河,小水路が運河沿岸道路を横切る場

令,NaiKhlongは礎翫水の受益者に橋をかけさせる｡

(8)運河沿岸に家,園地,水田を有する者に対するニッパヤシ,TonTeikhaem などの草木

を植えること,および水草,水辺の野菜などの栽培禁止｡千屈菜 TonLamphu,アシTonO,

オセオバナ TonPhogなどの水辺の草むらを放置することの禁止｡

ChediBucha(K.ll),Mahasawat(K.13),PhasiCharoen(K.15),DamnoenSaduak(K.

14),PhuakPrachachan,SaenSaep(K.7),Bon,SunakHon(K.6)運河など新たに地方国

-と貫通した運河には,長距離にわたる航行,曳航を可能にするため,沿岸に幅 8sok(4m)の

道路を造成 し,道路にそって 8sok(4m)の大樹を植える｡

(9)首都から外側-走行 していく全運河のうち,未だ家,園地,水田などとして占有する者

がない所では,運河を清掃して整然と管理 ･維持すべきこと｡運河沿岸のそのような箇所には

多数の居住者はみられない｡ したがって非常に荒廃 してしまうことが多いので,NaiKhlong

に命じて,あらゆる Krom4)の罪人,刑務所に服役中の者を徴発して運河を適宜に修復させる｡

(10)ChediBucha(K.ll),Mahasawat(K.13),PhasiCharoen(K.15),DamnoenSaduak

3) Na主Khlongは運河管理官のもとにおける下級役人｡
4) 旧制度下における篠役徴発組織で,Mu(組)の上部組織であり,中央政府の統治組織でもあった｡この
各 Krom の下にPhraiは分属するのが原則であり,罪人も各 Kr()m ごとに統轄された0
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(K.14)などの新運河は,商品を積載 した船舶が効率的に交易を営むための重要な運河であり,

何人も丸太材,柱材,竹材,小竹材などの筏,および浮舟 RBaPhwangをそれらの運河に流

してはならない｡

NaiX.hlong以外の者による象,午,水牛の運河内での放牧の禁止｡20人以上の武装した従

者 Samakの集団の運河内,運河沿岸での集合,沿岸の往来,運河内の航行の禁止｡

以上の運河管理に関する諸規定は,すべて米を中心とする内陸水運における商品流通の円滑

化を第一義的な目的として設定されたと考えられる｡運河の管理 ･維持の面か らは,運河水の

汚染,水路床の上昇の防止,建造物および植物による航路妨害の禁止,一連の運河内航行法規

などが規定された｡

これらの管理 ･維持の諸規定による航路の保障とともに運河沿岸での道路造成が主張されて

いる｡とりわけ19世紀中葉に開削された幹線運河沿岸における道路造成は,伝統的な水路に加

えて陸路による交通手段が追求され,水路 ･陸路を onesetとした交通手段の整備が開始され

たことを示唆している｡しかしあ くまで船舶航行が主であり,沿岸道路は乾期における摘座 し

た船舶の曳航など従属的機能をもつにすぎなかったのである｡5)

(9)項でいう首都から外側-走行 していく運河とは, Mahasawat(K.13),PhasiCharoen

(K.15)運河などの幹線運河を含む都市域外の運河を示 しており,先述のごとく未だ荒蕪地が多

く,運河自体も荒廃の危機にさらされていたことを示 している｡

2. 耕地面積拡大のための運河開削

小暦1239年 (1877A.D.)の｢NakhonNaangkhet運河令｣の一節には,運河開削による官僚

貴族の広大な土地の占取について次のごとく見える｡6)

｢以前 Prem Prachakon運河を開削した時(1869-70A.D.),官吏および人民は自らの欲するままに水田

を占取した｡地方農務官 SenaKromakanは土地保有者に占有地券 BaiChongを交付した｡しかし爵位

を有する官吏は運河にそって30sen(1･2km),40sen(1.6km)におよぶ地片を占取し,面積は計1,000rai(160

ha),2.000rai(320ha)におよんだoそして BaoPhraiに耕作させたが,50sen(2.Okmlもの長さの地片の

すべてが耕作されたのではない｡40sen,50senにおよぶ土地は荒蕪地のまま放置されているものが多い｡

土地なき人民は占取せんとやってくるが,因果応報 BunWatsanaをおそれて大胆に占有することができ

ない｡このような水田は空地のまま残され,いかなる利益も生み出さない｡･--･｣

ここにいわれる運河は,首都環濠である PhadungKrungKasem 運河 (K.8)から Chao

Phraya東岸を北上 し,KrungKao(Ayutthaya)領内に達する長大なものである｡7)19世紀中

葉から顕著となった運河開削による旧制皮下の大土地所有が,何 ら耕作面積の拡大,生産力発

5) VanderHeide(1903)･･pp･56,58-9･
6) "PrakatKhlongNakhonN屯angkhet,C･S･1239(1877A.D.),"P･K.P.S.,Vol.9,pp.202-3,
7) 後述oP.K.K .,p.137.
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屡に結びつかないことを認識 した国家は, 1877年,｢運河開削令｣によって新たな運河開発政

策を展開する｡

｢運河開削令｣8)は,まず前文において米穀生産の重要性,これまでの運河開発における国家

の出費の増大,土地所有における欠陥を指摘 して次のどとく記 している｡

｢我が国では近年米が重要な商品となり,諸外国へ積み出され,輸出商人は農民 phraiBanPhon】am缶ang

に対して以前より豊かな富をもたらした｡そして畑,園地の農産物も少しは商品となった｡しかし国家の

出費はきわめて多い｡---以前の運河開削事業においては,王が監督官 NaiNganを任命してThaoKe9)

(頭家)を雇って掘削させ,-運河の工事でも数百 changを要した.-･･･

人民が田,畑,園地を耕作Lに来ないような水利のよくない地域にも適宜に大小の運河を開削させ,多

くの地域に運河水をもたらし,それは年々急増している｡しかし以前掘削した運河においては KhaChao

BaolO)や官吏がありあまるほど必要以上に多くの土地を占取し,放置して荒廃するにまかせ,彼らは耕作

しないので,王および人民に対して何ら利益をもたらさない｡--｣

ここにおいて運河開発による旧制度下の大土地所有が輸出米生産の拡大にとって蛭稽となっ

てきたことが明確に指摘されたのである｡そして運河開削にともなう国家のぽう大な支出を緩

和 し,古い大土地所有を抑制する方法として,運河の滞概水の受益者である農民による掘削費

の一部負担と,実質的な耕作而精の拡大をほかる計画的な運河開削が追求されたのである｡

まず,勅使を派遣 して土地の豊富な地域を査察させ,計画運河沿岸の土地を人民に占取させ,

田,価,園地の地価が均等になるように配分する｡また掘削工事に援助金,および労働力を提

供 した者に対 しては,その巌に応 じて土地を配分する｡人民の援助金の額は,運河沿岸の占取

した土地の位置によって差をもうけている｡すなわち,運河両端が大河に貫通 している場合,

沿岸を三分 して中央部の者は援助金の額を両河口部分より少な くし,運河口の一方のみが大河

に貫通 している場合には,交通至便な大河の河口部分の負担額を高 くするなどの措置がとられ

た｡

運河開削の具体的手続きについては次のどとくである｡

｢勅使,係官,人民が一致してどの村からどれほど掘削するかが決まった場合,係官は掘削せんとする地

域の地図を作成し,しかる後,(掘削計画の)標識の線に近い,以前からある臥 畑,園地の地券 Chanot,

Tradaeng,Ba主Chong,および空地であって新たに占取された園地などを検閲せよ｡また帳簿を作成して,

運河開削を援助して田,畑,園地を占取せんとする者の名を記入せよ｡しかる後それらを上皇し,もし王

のお気に召すものであるならば,上里した地図に基づく運河開削に公金を支出することになろう｡---｣

とりわけ占取 して放置されたままになっている土地を減少させ,農民の土地保有によって運

河開削の経済効果を高めることが追求されたのである｡この農民による開墾の奨励によって,

按助金, 労働力を供出した者の 占有地券 TraChongの期限は 2年延長されて 5年間 となっ

8) "PrakatKhutKhlong,C.S.1239(1877A.D_),"P.K.PS.,Voユ.9,pp.221-5.

9) 華僑労働者を動員手配する華僑有力者｡
10) 多くの隷民を傘下におく貴族.Sathian(19671:ppl28-35･
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た｡さらに地租のうち KhaNa(水田税)および KhaSomphakson(畑地税)ll)が,摸助金,

労働力を供出した者について 3年間免除された｡この KhaNa,KhaSomphaksonの3年間免

除は,本来,切株や竹林などを除去 しなければならないような困難な条件下での墾臥 すなわ

ち NaKhonSangのみに限られていたが,12)この勅令によって新運河沿岸の耕地にも適用さ

れた｡13)

以上のように1870年代に入って,下流部運河開発は,水運の要である運河の管理 ･維持,お

よび耕作面積拡大のための計画的運河開削という二つの側面から追求されたのである｡

Ⅲ 幹線運河体系の発展

幹線運河体系はすでに19世紀中葉四世王治世に,首都西方において完成されつつあったが,

70年～80年代にかけて東方の ChaoPhraya-BangPakong両河間においても開削が進行し,

この時期に首都東西のデルタ徽高地を中心とする全地域において完成される｡しかし東西の河

川を結合するような横断運河においては水流が増水期には双方から落ち合って,シル トを厚 く

堆積させて水路床を上昇させ, 特に乾期においては,ほとんど航行不能となる場合が多い｡14)

デルタにおけるほとんどすべての運河に共通するこの欠陥は,古来,たびたびの唆深改修工事

や,小規模な排水運河の掘削などによってある程度その機能を保持 してきた｡シル トの堆積と

ともに人為的な廃棄物や植物の繁茂による水路床の上昇や航路の妨害も沿岸居住地域の拡大と

ともに深刻となり,強力な運河管理が必要とされたことは先述のごとくである｡

既存の下流部運河におけるもう一つの欠陥は,とりわけ臨梅地帯に近い大小の運河における

乾期の塩水遡上である｡塩水遡上は飲料水としての利用を不可能とするだけでな く,特に大潮

の満潮時には沿岸の水田内に塩水が浸入する場合があり, その被害は大きい｡VanderHeide

は,海辺の小運河について,多 くは船の燃料用の薪の需要からマングローブ,ニッパヤシ伐採

のために掘削されたと推定 している｡15)海岸に向かって掘 られたこれらの小運河は,潮の流れ

によって一定程度の幅になると急速に拡大し,年 々塩水遡上の原因をつ くっていると指摘 して

ll) KhaSomphaksonは一般に,一年生の栽培植物にかけられる税といわれる｡しかしBastianは畑作物
を栽培する畑地に課せられる税だとし,その種の畑作物としてサトウキビ,タバコ,ヤムイモ,戻,コ
マ,バナナ,野菜類,トウモロコシなどをあげている｡Walesは AkonSuan(果樹寓税)などと異なり
毎年の実耕面積のみに課せられ,したがっていわゆるLandTaxではないとしている.KhaSomphakson

は,KhaNaがKrom Na(農務省)の役人によって徴収されたのと異なり,徴税請負人によって徴収さ
れた｡Bastian(1867):p.447;Wales(1965):p.204.

12) 税率を定めた勅令は,PhraratchabanyatPhikatThongtra.

13) 勅令には次のごとくある｡｢もし荒蕪地であり,人民がEEl,畑,園地として占取し耕作しても,種々の
切株や竹林を切り開いて開墾した場合以外は,地方農務官は新たな水田としてひきつづき税を徴収する｡
また畑地税徴税請負人 NaiAkonSomphakson もひきつづき新たな畑地として徴収し,耕作した面積の
多少に応じて最初の年から畑地税を支払わねばならない.｣"PrakatKhutKhlong,C.S.1239,"P.K.P.S.,
Vol.9,p.225.

14) VanderIIIeide(1903):p･56･
15) ibid.,pp･267･
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いる｡16)Sathianによれば, すでに小暦1230年 (1874A.D.)には, 旧来の ジャンク船 Rぬ

Samphaoは終 りをつげ,17)しだいに汽船が建造されはじめたといわれ, この見解を多少とも

うらづけている｡

ともか くこの時期の運河開削においてほ,これらの既存運河の欠陥を克服するいくつかの試

みがなされ,下流部の幹線運河体系の機能を保持 し,さらにそれを高める方向で運河開発が進

展する｡

事例1: Prem Prachakon運河 (K.16)(Fig.La)

『農務省史』によれば,五世王の摂政となった SomdetChaophrayaMahaSiSuriyawong

(ChuangBunnak)を総責任者 PhuAmmnuaikanとし, 兵部卿 ChaoPhrayaSurawong

Waiyawonを総奉行として掘削され,小暦1231年 (1869A.D.)に着工 し12カ月と100changを

費や し翌年に完工 している｡この運河は ChaoPhraya河東岸に沿って北上する51･3km にお

よぶもので,ChaoPhraya河と運河間の耕地拡大と,本流と平行 して Ayutthaya方面にいた

る航路を開 くことを目的としたと考えられる｡18)この沿岸における官僚貴族による大土地所有

が新たな運河開発政策を展開する-契機となった点は前節でみたとおりである｡

後の1903年の VanderHeideの体系的運河計画においては,ChaoPhraya河に平行 して左

岸を南北に走縁する幹線運河の一部として踏襲されるはずのものであったが,19)その頃までに

はシル トの堆積はきわめて厚 く,航行不可能であった｡

事例2: NakhonNdangX.het運河 (K･17)(Fig.1-b)

｢NakhonNBangKhet運河開通令｣によれば,この運河開削の目的の一つについて次のよ

うに記 している｡20)

｢首都からChachoengsaoにいたる運河交通路は遠く迂回しており,人民および商人の往来は常 困々難

であった｡なぜならば,SaenSaep運河内で掬座してしまい,また長距離を行かねばならずむだが多かっ

たからである｡もしも水路を切断して短絡運河を掘り,短縮すれば多くの点で利益となろう｡--･｣

東方の BangPakong流域へはすでに Ayutthaya朝の Samrong運河 (K･1)が臨海のデル

タ低地を曲流 して結合 し, 北部では SaenSaep運河 (K.7)がデルタ倣高地上を中心に走行 し

ていた｡SaenSaep運河内のシル トの堆積は厚 く,少 し時代が降るが1890年代に H･W.Smyth

16) 海岸近くに掘られた小運河はかならずLも燃料用のマングローブ,ニッパヤシなどを伐採するためで
はなく,海辺の漁業集落の交通路として,また屋根をふくニッパヤシの葉の採集などにも利用されたと
考えられる｡Smyth(1898):Vol･1,p･56･

またMaeklong河口の SamutSongkhram近郊から南方のマングローブの密林にむけて開削された四
世王時代のBangIJi運河などは,あきらかに海辺のマングローブ伐採を目的としたと推定されるが,そ
れらが何に利用されたかは不明であるoP･PIK･R･III･/V,p･712･

17) Sathian(1939):pp･27-8･
18) TheMinistryofCommerceandCommunications(1930):pp･199T200･
19) 2'bid.,p.199;VanderHeide(1903):pp･88-9･
20) "PrakatPoetKhlongNakhonNBangkhet,"p･K･P･S･,Vol･9.,p･230･

197



東南アジア研究 11巻2号

Fi皇･トa TrunkCanalsNorthofBangkok

198



田辺 :ChaoPhrayaデルタの運河開発に関する-考察(Ⅱ)

q
u
ぷ
H
}Sd
凹
aq
l
tIO
Sltm
t!U
q
tm
lL

q
⊥

･伽
!&

199



東南アジア研究 11巻 2号

は乾期の 3月 4月は全 く航行が不可能だったとしている｡21)

Samrong,SaenSaep両道河口とも,穀倉地帯である Chachoengsaoからはるかに離れてい

た.Chachoengsaoはすでに1830年代においても BangPakong沿岸の米穀生産,サ トウキビ

･プランテーションの展開する地域として知 られていた.22)とりわけこの地域から産出する良

質な米は評判高 く,多 くの精米所が立地 したといわれる｡23)

この米穀生産と交易の一大中心地と首都を結ぶ旧来の BangPakong 河遡上-SaenSaep

運河一首都というルー トを短縮する運河として,この幹線運河の開削は行なわれたのである｡

総責任者は SiSuriyawongであり,小暦1238年 (1876A･D.)に着工 し21カ月を費や して翌年

完工 し,政府は 924chang5tamldng(73,940baht)を支出している｡

運河沿岸の耕地については,未だ掘削完了する前の1239年 (1877A.D.)の ｢NakhonNdang

Khet運河令｣に次のごとく見える｡24)

｢すでに運河は長さ400sen(16km)が掘削され,未だ114sen(4.56km)が掘られていない｡もし完工す

れば,さらに300rai(48ha)の耕地がふえ,中央部の400senの部分と合わせ,24,000rai(3,840ha)の耕

地となる｡運河の両端部分では当初から水田があり,運河水路はその6,000rai(960ha)の耕地を横切るこ

とになり,耕地は総計30,000rai(4,000ha)にのぼるだろうo｣

当初から存在 した水田とは,Fig･i-b中の④点からChachoengsaoにおいて BangPakong

に接続する古 くから存在 した ThaKhai運河25)沿岸,および SaenSaep運河と交わる⑧点付

近のそれをさし,すでにかなりの居住地と水田が存在 したことを示 している｡

同運河令は,先述のごとくPrem Prachakon運河 (K.16)沿岸における官吏の大土地所有

を批判的に検討 し,さらに次のごとくある｡26)

｢そこで王は phraChonlathanWinitchaiを勅使に任じ,KromNa(農務省)の係官phraSiThipha･

photchanaに命じて官吏,村長 Kamnanとともにいっせいに Chachoengsao領内 NakhonN色angKhet

運河村 (Fig.1-b⑥点)の水田を測量させ,人民に適宜にそれを下賜された.もし人民が土地を占取せん

とするならば,phraSiThiphaphotchana,官吏,村長はそれを聞きとどげ,その者がどれほどの面積を

耕作する力量をもっているかを知り,それに応じて適宜にその者のために測地せよ｡---｣

大土地所有を抑制 して耕作面積の拡大をはかる新たな土地配分法が追求されたのであり,こ

の勅令の直後に ｢運河開削令｣が出され,より整備された計画的な運河開削,沿岸土地の配分,

開削費の一部負担などが実現 していく｡

事例3: PrawetBurirom 運河 (K.18)(Fig.i-b,2)

2D Smyth(1898):Vol.1,p.56.

22) Pallegoix(1854):Tome1,pp.80-1.
23) Smyth(1898):Vol1,p.57.

24) "PrakatKhlongNakhonN屯angkhet,"P.K.P.S.,Vol,9,pp.202-4,

25) Chachoengsao地方では NakhonN正angKhet運河全体をさして ThaKhai運河とよぶ場合がある｡
Kitcha(1962):p.70.

26) 前掲注24),p.203.
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『農務省吏』によれば,27)小暦1239年 (1877A･D.)PhrayaDamrongRatchaphonlachan

(phrayaMahaYottha)は首都東方の新運河に閲する計画書を作成 して兵部卿 ChaoPhraya

SurawongWaiwatに上申している｡すなわち NakhonKhBankhan領内の phraKhanong

運河端からChachoengsao南方の BangPakong河に達する全長 1150sen(46km),水路上部幅

4wa(8m),底幅 10sok(5m),深さ 4sok(2m)の幹線運河で, その両岸に道路を造成するとい

う内容であったoこの計画はただちに承諾され,phrayaDamrongを総奉行として翌年から着

工 し,小暦1242年 (1880A･D･)に完工 し,華僑の掘削賃金は 1senあたり85bahtで総額 83,470

bahtの公金が支出された｡この幹線運河は北の SaenSaep運河-NakhonNBangKhet運河

ルー トと南の Samrong運河ルー トとの中 間において BangPakong流域と首都とを結び, よ

り短距離で Chachoengsao地域を結合することになった.Bangkok近郊運河体系と結合 した

この幹線運河は,デルタ微高地上を走行 し沿岸の広大な荒蕪地が占取され水田に転化していっ

た｡しかしこの運河にはしばしば海水が遡上 したとみえ,Smythによれば,塩水が水田に投入

するため北の地域よりも米の質が悪いと記 している｡28)

開削計画はさらに4本の分岐運河 (K.19)を SaenSaep運河にむけて正南北に開削 してよ

り効果的な耕地拡大を企図 している｡この分岐運河開削には,幹線運河を含めて沿岸の土地を

占取せんとする者の開削援助金が投入されている｡『農務省吏』には次のごとく見える｡29)

｢さらにPrawet運河より4本の運河を分岐させて掘削し,幅8sok(4m),深さ3wa(6m)で華僑の掘削

賃金はlsenあたり20bahtであった｡分岐運河開削に関しては小水路を引く者に署名させ,掘削費を支弁

させたOすなわちphraKhanong運河端の部分では運河税KhaKhlong,ライあたり5saはng(1.25baht),

中央部分でlbaht,Chachoengsao領内で6saはng(1･5baht),Prawet運河輔で 2saはng(0･5baht),Prawet

運河の分岐運河の第1,第2,第3,第4運河沿岸でlbahtとし,華僑の掘削貸金にあてた｡｣

幹線運河であるPrawetBurirom運河においては,全面的に国家が開削資金を支出している

が,分岐運河においては,｢運河開削令｣に基づき沿岸の地域別の運河税の差をもうけて支弁さ

せている｡30)

Fig.Lb中の⑳⑥㊦⑥⑧はその地域別を示している.運河税の差は沿岸耕地の自然的条件,

および市場との距離などの交通条件などを考慮 したものと考えられる｡ 比高 2･5-3･5m の

Chachoengsao領内の㊦ほ漕概 ･排水の地形的条件がよく最も高 く,首都の市場に最も近い⑳

がそれに続いている｡中央部の⑧および分岐運河の⑪ほ等 しく,デルタ低地の⑥ほ最も安い｡

Fig.2は1913-4年調査の地形図31)で PrawetBurirom運河の西部分,分岐運河の開削され

27) P.K.K.,pp.14011

28) Smythr1898):Vol･1,p･56･
29) PK.K.,p.141.
30) 運河税などは政府へ納められると同時に一部は末端官吏などの収入となった｡｢運河税と通行税の計

5baht3salBng(5.75bahf)を納めなければならない｡すなわち政府-3baht3sa泊ng(3･75baht),村長
へlbaht,証人 Phayan-1bahtである｡｣と見える｡P.K･K･,p･141･

31) 1913-14年調査,497/4-47Minburi図幅C
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た地域を示している｡多くの水路に沿って耕地 ･集落が展開しているが,国家事業として計画

的に開削された水路は SaenSaep運河⑥-⑳, PrawetBurirom運河④-㊨,および4本の

分岐運河である｡その間の曲流する水路は多 くBdngや Lam の名が冠せ られ,自然の沼沢や

溝渠,支流などであり,それらを掘りつないだ小規模な運河も認められる｡耕地に漕翫水を導

く小水路は土地を占取 した者の手によって開削されたと考えられ,Prawetliurirom 運河, お

よび分岐運河から直角にのび,その長さは 1km に達するものもある｡これらの小水路にそって

長地型地片の耕地が展開 したと推定されるが,土地所有の詳細については不明である｡32)

4本の分岐運河は 40sen(1･6km)の間隔で幹線運河から掘削されているが,その北端はほぼ

自然の曲流する水路に画 され, 第 2運河をのぞいて, SaenSaep運河までは達 していない｡

この北端の境までは開削年次の古い SaenSaep運河沿岸の Minburi郡の耕地がすでに展開し

ていたと推定され,′開拓の進行した後,LatKrabang支那と Minburi郡の郡界としてこの曲

32) PrawetI∋urirom運河および分岐運河の両岸40sen(1･6km)までの土地保有が1901年に認められている｡
"PrakatKamnotKhetThidin Khlong PrawetBurirom LaeKhlongJack,R.S.120(1901A.D.),H
P･K･P.S.,Vol.18,pp.12-4.
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流する水路が踏襲されていったと考えられる｡

運河両岸に沿う集落は, 密集した所で 1kmにつき約20戸前後が列状に展開し,計画的な列

状水路村と長地型耕地の結合からなる固有の景観が現出していったと考えられる｡33)

事例41･ Preng運河 (K.20)(Fig.Lb)

首都東方においては耕地拡大と,既存の Prawetliurirom運河内への塩水浸入を防止すると

いう二つの目的をもった運河開削が提唱され,『農務省史』には次のどとくある｡34)

｢小暦1248年(1886A･D･)･･･-･ChaoPhrayaSurawongWaiwatは奏上申しあげて白く,Chachoengsao領

からNakhonKhBankhan領に続く東方の土地は末だ多く空自のまま残されている｡もしSamrong運河

(K.1)からPrawetBurirom運河(K･18)にかけて280sen,そこからNakhonN屯angKhet運河(K.17)ま

で354sen,そこから SaenSaep運河(K.7)まで226senを掘削すれば計860sen(34Akm)となります｡

乾期におきましては PrawetBurirom運河内の水は塩分を含むのですが,もしこのような運河があれば,

BangKhanak河 (BankPakong河)から240sen(9･6km)の SaenSaep運河水路内を淡水が流れ,新し

く掘削せんとする運河口まですみやかに淡水が達することが可能となりましょう｡｣

このように既存oj幹線運河内に浸入する塩水を河川のより上流部から取水することによって

流速をつけて排水させる方法はしばしば行なわれた｡このような運河は斜交給水運河ともいう

べき性格を有 し,平行する東西の河川を横断 して結合 した流速の緩慢な幹線運河の機能を維持

せんとしたのである｡

この運河開削の許可は提唱者の兵部卿に下 り,小暦1246年 (1887A.D.)に着工 し,翌年まで
l

に 448sen(17.92km)を開削 し,兵部卿の急病により責任者は他∽者に移されたが工事は進行

せず,PrawetBurirom,SaenSaep運河問が開削されたのみで未完に終わったO

沿岸の土地所有に関 しては次のように記されてい｡35)

｢小暦1248年(1886A･D.1成年,第8年,4月黒分12日,日曜日,ChaoPhrayaSurawongWaiwatは奏

上申しあげ,運河両岸の土地を献上し,皇子 rSomdetPhraChaoIJukyathoelacPhraChaoLukthoe)の

保有するところとなった｡さらに運河が貫通した北岸の一部は人民に占取させ,華僑の掘削賃金として運

河掘削援助金を徴収した｡｣

占取 して小水路を引く者はライあたり 6salBng(1･5baht)の運河税が徴収されているが, 北

岸のどの部分であったかは不明である｡この運河の場合,王族の土地の保有が未だ残存 してい

たことを示 している｡

以上の事例はすべて首都東方の運河開発に関するものであるが,西方においてはすでに四世

33) Sternsteinはタイの集落形態の分布を検討する中で,Rangsit地域 (首都北東のデルタ低地上の運河網
の発達した地域一 後述｡)におけるdiscontinuouslinesettlementおよびdispersedhouselotsをあげ,

小作の卓越した地域における集落形態として分類している｡PrawetBurirom運河地域においてほ,この
いわゆるdiscontinuouslinesettlementが卓越している｡しかし単なる形態分類だけでは土地所有,土地

利用を含む集落景観をとらえることはできない｡Sternstejn(1965):pp･31-3･

34) PIK･K･,p･145･

35) ibid.,p･146･
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王治世に開削された幹線運河の諸機能を維持 し,さらに耕地拡大を企図 した斜交給水運河の開

削が進行 した｡

事例5: ThawiWatthana運河 (K.21)(Fig.1-a)

ThaChin河 と首都 Bangkok近郊運河体系と結節する Mahasawat,PhasiCharoen両幹線

運河におけるシル トの堆積は水路床の上昇をもたらし,航行に支障をきたしたとみえ,/jヽ暦1240

年 (1878A.D.)の ｢ThawiWatthana運河開通令｣には次のごとくある｡36)

｢なぜならば,これらの運河は夷直ぐに東西行して掘られているので,満潮時には両端から水が流入し,

中間で落ち合い,毎年底が浅くなる原因となっているからです｡またそれは,双方の運河水路において間

断なく水流を排水する水路が存在しないことによります｡｣

兵部卿o_)このような指摘によって,両運河のほぼ中 央を結ぶ全長 340sen(13.6km),幅 4wa

(8m),深さ 4sok(2m)の斜交運河が開削され,政府は 27,200bahtを支出した｡また沿岸の土

地を占取 して小水路を引く者にはライあたり 1bahtを支弁させた｡ この斜交運河は次の事例

の Naraphirom 運河と one-setで計画されたと考えられる｡

事例6: Naraphirom 運河 (K.22)(Fig.La)

ThawiWatthana運河完工直後の小暦1240年 (1878A.D.),それに接続 して ThaChin河の

少 し上流部から取水 して Mahasawat,PhasiCharoen両運河の塩水遡上とシル ト堆積 を防止

する斜交給水運河の開削が開始される｡『農務省史』には次のようにある｡37)

｢Suphanburi河(ThaChin回)の淡水はMahasawat運河,ThawiWatthana運河,さらにPhasiCharoen

運河にまで流入し,人民はいたる所で淡水を賜わることになりましょう｡Mahasawat,PhasiCharoen両

運河水路においては水は勢よく流れ,泥,廃棄物が運河内に停滞することがなくなり,たえず水深を保つ

でありましょう｡｣

以前と同じく真部卿が責任者となり, 2年間を費や し,政府は 45,840bahtを支出し, さら

に小水路を引く者から運河税を徴収 した｡

事例7: PhasiCharoen運河 (K.15)唆漢改修

斜交給水運河による幹線運河のシル ト堆積の防止は,はた して十分な効果をあげたか否か疑

わ しい｡ とりわけ PhasiCharoen運河においてはその後もしばしば唆藻改修が行なわれてい

る｡ ｢運河管理10項目勅令｣ による商品流通の円滑化をはかる管理 ･維持政策はかなり徹底 し

て展開され,幹線運河の汝漢改修の場合にもあてはまる｡

小暦1247-8年 (1885-6A.D.)の ｢PhasiCharoen運河掘削令｣は, たびかさなる凌諜工事の

徳,徹底的な改修を行なおうとしたものである｡とりわけ水路床の上昇により,商船が水牛を

雇って曳航 しなければならず,そのコス トの高さから水運o)衰退をまね くことを警戒 し,係官

36) "PrakatPoetKhlongThawiWatthana,C.S11240(1878A.I).),"P.K.S.P.,Voll10,p.12.
37) P.K.K･,pp.143-51
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に調査をさせて渡漢工事を行なっている｡そこで次のごとき勅令を出している｡88)

｢f'hasiCharoen運河において交易に往来していたタイ人 ･華僑の商人は,末だ運河に堰堤を築いてしゃ

断して凌深工事をしている問,他の運河によって交易を営み,交易活動を遅らせ,時間を浪費して待機し

ていてはならない｡また一つ,運河にそって家 ･屋敷,商店を建て,果樹を植えている人民は,泥土を廃

棄する際の障害となるので撤去,切断し,妨害してはならない.---酒瓶水路の保有者は堰を設けてそれ

をしゃ断し,運河の掘削が完了するまで絶対に水を流してはならない｡｣

ここにおいては,水運による交易活動の振興が徹底的に追求され,幹線運河のはたす水運に

おける重要性が強調されたのである.

Ⅳ 運 河 開 発 の 変 容

19世紀末葉,とりわけ90年代に入ってからは西欧植民地勢力の外圧に対応 して,五世王を頂

点とする王室勢力による一連の国家機構の改革が進展する｡このいわゆる Chakri改革の進展

により,旧制度下の篠役労働は しだいに廃止され,金納による人頭税におきかえられていった｡

さらに奴隷 Thatの解放など19世紀末から今世紀初頭にかけての一連の法制上の改革は,旧制

度身分制社会の解体につながっていった｡39)

また80年代以降,米価は着実に上昇 し,米輸出も増加の一途をたどる｡40)首都の中央市場に

近い下流部の水運体系に包まれる地域においては地価が高騰 し,Dilockによれば,地域によっ

てライあたり1bahtから80bahtの幅があったといわれている｡41)とりわけ首都周辺において

は富有な官僚貴族による土地の投機買いや貸付けが進行 しつつあった.42)いわば土地の商品化

が急速に進展 し, 広義の意味での土地市場 landmarketが形成されつつあった｡土地質入れ

(Kankhaifak)や土地抵当(Kanchamnam)がひんぽんに行なわれたことはこのことを示 してい

る.43)それにともなって土地係争のケースも多 くなり,土地所有権を明確にする土地制度上の

改革も進行 しつつあった｡このような土地の商品化の進展にともない,これまでの国家の事業

としての運河開発の性格にも重大な変化があらわれる｡すなわち運河開発にともなう可耕地拡

大において,個人の私的投機の要素が増大 したことである｡政府は運河開削を国家事業として

行なうのにかえて,王族,官僚貴族や有力華僑,さらには会社との問に契約を結び開削 ･改修

の許可を与えるようになった｡とりわけ新運河開削の場合は,契約にもとづ く許可を得た者が

38) HPrakatKhutKhlongPhasiCharoen,C.S.1247-8(1885--6A.D.),"P.K.P.S.,Vol.ll,pp.7-8.
39) 石井 (1966):pp.36-53.

40) Ingram(1971):pp･37-8･

41) Dilock(1908):pp･99-loo°

42) Graham(1924):Vol.2,p.15.

43) 土地質入れ,土地抵当ともにすでに Ayutthaya朝末期から行なわれていた｡土地抵当は土地質入れと
異なり,債務者が地券を債権者にあずけて利息を支払うもので,土地は債務者の保有のままである｡ こ

の種の債務夷約は四世王治世の末期1860年代からさかんに行なわれるようになった｡Lingat(1940):pp･

66-8;友杉 (1967):pp.96-105.
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沿岸の土地を所有することが明確化された｡また既存の運河の凌深改修を許可された者は,航

行する船舶から通行料金を徴収 し,いっさいの運河管理を委託された｡このような土地所有に

おける私有化と私的な水運管理によって,運河開発の主体は,国家と結合 した富有な王族,冒

僚貴族および華僑の手に移行 していったと考えられる｡

このような変化はすでに1880年代にあらわれ,仏麿2431年 (1888A.D.)の ｢運河掘削契約｣44)

の条項は,それを示す最も早い時期の史料であろう｡契約書は政府と ｢シャム運河掘削 ･水田

漕翫会社｣45)BorisatKhutKhlonglaeKhuNaSayam の4人の株主との問に交された.4人

の｢恒こは1人の王族のほか 2人の華僑徴税請負人ないしはその子孫と推定される者がおり,そ

の一人はかつての PhasiCharoen運河の開削者の息子であり,1人の元イタリー国籍の建築技

師をふ くんでいる｡46)

契約書は13の条項にわたり,その内容の主要部分は以下のごとくである｡

(1)契約有効期間は25年間｡

(2)新運河開削,旧運河改修に際 しては,長さ,幅,深さを定め,その地図を作成 し,着工

およびおそくともいつ完工するかを決めた文書を提出する｡

(3)略

(4)許可を受けて自ら資金を投下 して運河を開削した場合,両岸の土地を保有する者がいな

ければ, 新運河の全長にわたって岸から40sen(1.6km)両岸で計 80senを測量し,着工時よ

り占取 して所有することを認める｡この土地は他人に譲渡 ･売却できる｡

(5)略

(6)旧運河の凌深改修の場合,資金を投下 した者は,完工後,価格および期間を定めて運河

内を通行する船舶から通行料金を徴収することができる｡もしくは出資元金と,通行料金を徴

収する際の利潤の10%をふ くめて政府に請求することができる｡

(7)占取 した土地を所有 している問および通行料金を徴収する問,運河管理および運河に関

するあらゆる件を処理 し,その規約を明確にすること｡

(8) この契約によって生じた利益の20%を大蔵省 phraKhlangMahasombatに上納するO

また大蔵省の会計監査に応ずること｡

(9)運河掘削を業務とする株式会社 KhompaniHunsuanを設立する場合,会社はシャム国

の統治下におかれ,許可内容にしたがう利得行為が許される｡

(10)利権の譲渡に関する規約｡

44) "SanyaPhraratchathanPhraboromaratchanuyatKhutKhlong,Ph.S･2431(1888A.D.),"P.KP.S.,
Vol.ll,pp.237A4.

45) 英語名 :SiamCanals,I,andandIrrigationCompany.
46) PhraWorawongthoePhraongChaoSaisanitthong,phraNanaphiphitthaphasi(Ch也n),NaiYowakim

Khraesi(元イタリア人,首都に居住し, ビル建築請負技師,小暦1250年 (1888A.D.)以降,シャム王の
臣民と認める),NaiYom(PhrayaPhisanSombatBoribunの息子)0
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(ll)会社倒産の場合,利権は政府に返却される｡

(12)許可証が作成された 日か ら2年以内に運河掘削を着工 しなければな らない｡

(13)略

この契約にもとづき, 2年後には提出された計画図, 計画書に対 して 許 可が下 り,47)Saen

Saep運河北方で ChaoPhraya,NakhonNayok(BangPakong河支流)両河問の広大なデル

タ低地の荒蕪地を縦横に走行する Rangsit運河体系 (K.23)が完成 してい く｡

Rangsit運河体系は格子状の数十本の運河網によって構成され,その幹線運河であるRangsit

運河は従来の伝統的な運河 と異な り,両河 口に間門を設けて水位を調節 して潅概 ･排水機能を

高め,運河開発において画期的な意味を もつことになる｡48)この運河は,その形態的側面のみ

な らず,沿岸の土地所有において も重大な歴史的意義をもち,旧制度の解体 とともに,地代収

取を 目的とした大規模な地主 ･小作閥係が展開 したといわれる｡49)

この会社による Rangsit運河体系の開発過程 と,そこに展開 した地主 ･小作関係にもとづ く

大土地所有制に関 しては別に論ずべき大 きな課題をふ くみ,今ここではふれない｡ここでは80

年以降の変化を,上述の契約 と同様な性格をもつ政府 との契約関係において展開 したい くつか

の運河開発について検討を くわえる｡

この時期の運河開発を地域的にみるな らば,まず,比較的開発の遅れた首都東方において既

存の幹線運河体系を補完 しつつ,ChaoPhraya,BangPakong両河問のデルタ徽高地上に展開

してい く｡さらに交通手段が欠如 しては稲作がまった く不可能なデルタ低地の荒蕪地や臨海地

帯が,先のRangsit運河体系をふ くめて,私的投機による運河開発の最終的な対象 となる｡首都

北東 ,北西部および南東部のデルタ低地がそれである｡また幹線運河の凌深改修 もしば しば行

なわれ,運河管理にともな う利得行為が追求されてい く｡

事例1: NiyomYatra運河 (K･24)(Fig･Lb,3)

首都東方のデルタ徴高地におけるこの運河開削は,SamutPrakanの国主, phrayaSamut

Buranurakによって行なわれ,PrawetBurirom運河 (K.18)か ら商西行 して BangPhliNoi

運河の曲流する水路と結合 した分岐運河である｡仏麿2433年 (1890A.D.)の ｢土地局令｣には

次のごとく見える｡50)

｢phrayaSamutliuranurakは開通後,運河にそって1区画あたり1sen(40mlに区切り人民を勧誘して

薮を切り開いて開墾させ,水田面積を 10,000rai(1,600ha)にまで拡張した｡人民は耕作に十分な面積を占

取し,運河開削工事においてともに国主を助けて援助金を出した｡そこで国主は農務省の係官に, この運

47) "Nangs缶AnuyatKhutKhlongKraswangKasettrathikan,"PIKIP･S･,Vol･12,pp･217-24･ (｢農務省
運河開削許可書｣)

48) VanderHeide(1903):p.26.

49) Bangkokに居住する不在地主が多く存在したといわれる｡Thompson(1906)≡p･182;Pendleton(1962):

pp.169-71;本間 (1965):pp･27-8･
50) HPrakatKromNa,Ph.S.2433(1890A.I).),"P.KP.S･,Voll12,pp･18-20･
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河沿岸の水田の特別地券 ChanotTraChongPhisetの発行と運河管理規約の作成許可を申請した｡｣

地方国国主によるこの運河開削に関する政府 との契約関係は不明であるが,従来の運河開削

に際 して必ず記 された政府による掘削賃金支出に閲する記事が史料に見えない｡『農務省史』は

王が国主に開削を命 じたとして, 政府による開削事業だとしている51)が, むしろ地方国国主

による私的投機としての性格が強か ったとも推定 される｡52)

沿岸の水田に対 しては, 以前 と同様にすべて 3年間 KhaNaが免除 され, 農務省による測

地が行なわれ占有地券が発行された.

180sen(7.2km)にわたる運河沿岸の景観は Fig.353)においてその大略を把握することがで

きる｡phrayaSamut運河なる名で示されたこの運河沿岸において,集落は列状水路村を形成

し,運河か ら宙角にのびる多 くの漕概用の小水路は,長地型耕地地片が展開 したことを示唆 して

いる｡ 1sen(40m)ごとに区切った 区画のい くつかを合わせた地片が 占取されたと考えられる

が,その詳細は不明である.運河に平行する④-⑧の水路には ｢水田境界運河(KhlongKhetna)｣

なる名が冠せ られ,㊨-⑳の水路とともに,これ らの島地型耕地地片の境を示すと考えられる｡

下流部運河開削による計画的な集落 ･耕地プランの一例を うかがうことができる｡

事例2'･ Udom Chonchon(K.25)(Fig.Lb,5)

東方の既存の幹線運河間のデルタ徽高地の うち,特に NakhonNhangKhet運河 (K.17)と

PrawetBurirom 運河 (K.18)の間においては,この時期に続 々と運河開発が進展する｡

『農務省史』によれば,兵部卿 ChaoPhrayaSurawongによってすでに 2年前に申請されて

いた Udom Chonchon運河開削が小暦1250年 (1888A.D.)に許可されている｡54)この運河は

先の斜交給水運河 Preng運河 (K.20)と平行 して NakhonNdangKhet運河,PrawetBurirom

運河を結合 し, 全長 380sen(15.2km),幅 4wa(8m),深 さ 4sok(2m)の規模であった｡ 開削

計画においては,運河両岸 33sen(1.32km)までを開発 し水田面積を 20,625rai(5,300ha)に拡

張するというものであった｡完工後さらに 2本の分岐運河を,当時開削されつつあった Luang

Phaeng運河 (K.26)にむけて掘削 し,水田 9,900rai(1,084ha)を開発 した.

これ らの水田に対 して 『農務省史』は, 占取 した人民に対 して 3年間 KhaNaを免除 した

と記 している｡55)しか しいま,農務省運河局文書 K･S･9･2/3号を見ると,｢NaHakTang(開墾

旧)はただ薮を切 り開き,焼 きはらうのみであるか ら,Na濫-onSang(木を切 り倒 し,切株を

5D PK.K.,p.147.
52) 特にこの運河に関しては,国主によって独自の運河管理の細則が定められ, 占取した農民による運河

使用に関する共同規制が追求されていることは注目される｡"KhoBangkhapPenRotSamrapRan
Praphr屯tHaengPhuthiThangThamnaNaiKhlongNiyomYatraPenKanraksaKhlong,R.S.108(1889
A･D･),"P･K･P･S･,Vol･12,pp･20-3(｢NiyomYatra運河沿岸で耕作する者に関する運河管理規約条項｣)

53) 1912-13年調査,543/4147BangBo図幅｡

54) P.K.K.,pp.148-9.
55) ibid.,p.149.
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除去 した開墾田)と同様に KhaNaが免除されることはな く,2年目以降徴収される｡｣として

いる｡56)さらに他の新運河開削によるような農務省係官による測地が行なわれなかったとして

免除の申請を却下 している｡

この運河開削における政府との契約関係は末だ不明確な点が多い｡

事例3: LuangPhaeng運河 (K･26)(Fig･1-b,5)

この運河は Udom Chonchon運河と平行してほぼ同時期に開削された｡ 開削許可を得た者

は NakhonKhaanKhanの官吏であり,先の Preng運河(K.20)開削の掘削監督官の一人で

あった LuangPhaengである｡『農務省史』によれば,57)小暦1250年 (1888A･D･)に着工され,

全長 383sen(15.32km),幅 15wa(30m),58)深さ 30sok(1･5m)の規模で,両岸 26sen(1･04km)

を開発する計画であった｡59)2年後に完工 し,運河開削に出資した者に対して 占有地券 Bai

Chongの期限を 5年に延長 し,3年間 KhaNa徴収が免除された｡

事例4: Charoen運河 (K.27)(Fig.Lb,4,5)

LuangPhaeng運河開削直後,その分岐運河ともいうべき3本の運河開削の許可申請が農務

省に上皇されている｡農務省運河局文書 K･S.9.2/3号ファイルの phrayaDamrongRatcha-

phonlakhanより時の農務大臣ChaoPhrayaI)hatsakrawong-の Ratanakosin暦109年(1890

A.D.)2月15日付の上皇文書60)には,この運河開削申請書とともに計画図 (Fig.4)が付されて

いる｡ この phrayaDamrongなる者は先の PrawetBurirom 運河 (K･18)の計画立案者であ

り,総奉行にも任じられた運河開削における当時のエキスパー トであった.

文書によれば,首都東方の Khlo平地において全長 675sen(27km),幅 4wa(8m),深さ 3

sok(1.5m)の 3本の運河を開削し,西岸 25sen(1km)を開発せんとするものであった｡ また

沿岸の 33,750rai(5,400ha)を下田 Fangとして占取することが申請されている｡

『農務省史』はこの 3運河とも完工 したとしている61)が,計画図にみられる3本のうち2本

のみしか地形図上に検出できない｡ すなわち Fig･5｢恒こ見られる, 多くの曲流する Bdngの

流路を横切る第一運河と第二運河とよばれるものがそれであり,第三運河は開削されなかった

のではないかと考えられる｡

56) K.S.9.2/3,5/152,RもangKhoAnuyatKhutKhlongTambonTangTang,R･S･109(1890/1A･D･1.ll
月25日農務大臣 phrayaPhatsakrawongよりKromamもnSommatomonraphanあての奏上.11月28日付,
phraKasetHiranrakよりphrayaSiha.ratchadechoあての説明文｡

57) PIK･K.,pp･149-50.
58) 幅 15waはあまりに広すぎる｡『農務省史』の誤りと思われる｡
59) 『農務省史』には｢RIS.109年 (1890A･D.)1月20日に完工し,PrawetBurirom運河北岸からNakhon

N屯angKhet運河まで掘削され,NakhonN也angKhet運河北岸からSaenSacp運河に,BangNanPriao
村において接合する運河がさらに一本掘削された｡｣とある｡しかしこの最後の部分は,LuangPhaeng
運河開削に関するものではなく,明らかな誤りであり,その水路自体は,先のPreng運河(K.20)の一
部をさしている｡

60) K.S.9.2/3,5/152,R屯angKhoAnuyatKhutKhlongTaml)OnTangTang.
6D P.K.K.,p.154･
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K.Sclen Sqep

Fi色･4 PlanoftheCharoenCanal

以上の Udom Chonchon,LuangPhaeng,Charoenの 3運河開削事例においては,政府と

の契約関係の詳細について必ずしも十分明らかではないが,いずれも政府高官や官僚貴族の資

金投下によって行なわれたものである｡その中にはかつての運河開削において重要な役割をは

たした者が含まれている｡この点は私的投機による開削が,計画立案,華僑労働者の動員など

運河開発事業に精通した官吏によって,まず最初に着手されたことを示 している｡

Fig.5の地形図は NakhonNBangKhet,PrawetBurir()m両運河問のこれらの運河を示 し

ているo曲流する断続的な分流･支流や Bhngの不規則な水路の見られるデルタ徴高地上を直

線状に走行するのがこれらの運河である｡運河沿岸には典型的な列状水路村がみられる｡とり

わけ UdomChonchon,ⅠJuangPhaeng両運河沿岸には運河から直角にのびる小水路が多くみ

られ,占取された長地型耕地地片が展開したことを思わしめる｡

以上のデルダ徴高地のほか,運河開削はしだいにデルタ低地にも展開していく｡首都北東の

Rangsit運河体系以外にも, ChaoPhraya-ThaChin(Suphanburi)両河問の低地における

開発が進行する｡

事例5: phraRachaphimon運河 (K･28)(Fig･トa,6)

農務省運河局文書 K.S.9.2/7号ファイルはこの運河開削に関する申請書 および農務省側の
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■■■ ･'PondormorshinundoledolollscQSCnS

Fi色･5 UdomChonchon,LJuangPhaengandCharoenCanalRegion
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文書を収録 している｡62)Ratanakosin暦109年(1890A･D･)2月13日付の phraRachaphimon,

Cham凸nSam phimanによる申請書には, 各株主 による出資金の概算 と計画図が付 されてい

る｡

申請書は Nonthaburi領内 Buathong村平地か ら NakhonChaisi領内 BangPュa,Bang

Phasi村平地に達する全長 800sen(32km),幅 8sok(4m),深 さ 4sok(2m)の運河を開削 し,

両岸の耕地を占取 して開発する計画であった｡ 株主は36名で, phraRachaphimonを筆頭 と

する 6名の大株主 と30名の記名株主 によって 400chang(32,000baht)を出資する計画であっ

た｡この計画に対する農務大臣 phrayaPhatsakrawongの判断は次のごとくであった｡

｢この運河に関しましては,その位置が適切であり,『会社』(シャム運河掘削 ･水田漕淑会社による計

画運河)と400sen(16km)はなれている故,互いに重複し合うことがありませんので許可を与えてよいか

と存じあげます｡人民は確実に水田を占取して地に滞つるでありましょう｡

新たに生まれる耕地面積を推計いたしますと,運河の長さ800senで沿岸 25senあたりまで開発したと

して面積は40,000rai(6,400ha)となります｡ この運河開削の株主は確実に利益を得るでしょう｡なぜな

らば,運河幅8sokで華僑掘削賃金 senあたり40bahtとして総計 400changとなりますが,水田を占取

せんとする者に売れば運河税 RhaKhlongライあたり6salangで計750changとなり,掘削賃金を差し引

いても350changの利益が上がるからです｡また 『会社』と同様に利益の20%を政府に上納しなければな

らず,それは 70changで,まだ別に保有税 KhaThamniamTraChongがさらにライあたり 1salBng

で40,000raiで 280chang,また KhaNa(水田税)がさらに増加しましょう｡｣

以上のようにこの運河計画においては,政府との契約関係はかな り明確化されている｡国家

は運河開削を 『会社』や個人の利得行為として認めることにより,それ らの土地所有にともな

う利益の一部,および保有税,地租 (KhaNa)などの国庫収入の増加をはか ったのである｡

計画図はきわめて粗雑なものではあるが,い くつかの量要な点を示唆 している｡Fig.6に見

えるどとく,この運河は未だ未開発のまま残 された首都北西部のダルタ低地における幹線運河

としての機能を追求 したと考えられる｡図中の ｢会社運河｣ といわれる計画運河は開削されな

か った｡｢NaiChomの水田｣ とされる土地は,申請書に ｢民部卿 ChaoPhrayaRattanabodin

の息子,近衛隊の NaiChom の水田---｣ と見え,かな り広大な面積がその者にすでに保有 さ

れていたことがわかる｡計画運河がこの土地を横切 っていることは,旧制皮下の大土地所有 と

この時期の運河開削との関係を暗示するが,それを明 らかにする史料は,いま筆者の手 もとに

はない｡

『農務省史』によれば, この運河は Ratanakosin暦109年 (1890A.D.)に着工 され, phra

Rachaphimonとその息子の二代にわたって掘削が続行されたが,ThaChin(NakhonChaisi)

河まで貫通せずに未完に終わ った｡63)運河局文書 K.S.9.2/7号 ファイルによれば,その間,翠

62) K.S.9.2/7,3/152,RdangPhraRachaphimonKhoAnuyatKhutKhlongTambonThungBangBua-

thongPaiokThungBanBangPlaphasiRiakwa"KhlongRachaphimon".
63) P･K･K･,p･151.
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Fi皇･6 PlanofthePhraRachaphimonCanal

億掘削賃金の上昇により,しばしば完工期限の延期を申請 している｡このことは官僚貴族らに

よる持続的な資本投下が,このような大規模な幹線運河開削においては不十分であったことを

示唆すると考えられる｡

事例6: phrayaBanrd運河 (K･29)(Fig･1-a,7)

phraRachaphimon運河のさらに北方のデルタ低地では, Ratanakosin暦111年 (1892/3

A.D.)に運河開削が着工された.『農務省史』によれば,phrayaBanr屯Singnat(Chek)の申

請により,首都の統治下にあったベ トナム人部隊 ThahanYuanの救済措置として,開削が許

可されている｡64)開削計画は ChaoPhraya沿岸の付近から西行する全長 400sen(16km),幅

4wa(8m),深さ 4sok(2m)の規模で両岸 25sen(1km)を開発し,さらに両岸に幅 6sok(3m)

の道路を造成するというものであった｡しか しRatanakosin暦118年(1899A.D.)phrayaBanr凸

の死亡により,111sen(4.44km)が掘削されたのみで開削は中断されている｡

Fig･7は1916-7年調査の地形図65)である｡この運河は後の時代に掘削が続行されたとみえ,

すでに ThaChin(Suphanburi)河にまで達 している｡運河の周辺には多くの沼沢 Nongが残

存 し,典型的なデルタ低地の自然景観がみられる｡沼沢の周辺には多 くNongの名を冠する塊

64) ibid.,pp.141-2･
65) 1916-19年調査,423/4-47LaモLumKaeo因幡｡
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村が点在するが,phrayaBanrd運河沿岸には計画的な列状水路村が展開 し,対照的な景観を

形成 している｡これらの沼沢周辺の塊村が計画的な運河開削以前の開拓集落であったか否かは

まったく不明である｡土地所有に関しても不明であるが,ここにおいても運河沿岸の列状水路

村と長地型耕地地片の結合を推定できる｡

この運河に関しては,運河局文書 K.S.9･2/18号ファイル所収の Ratanakosin暦118年 (1900

A.D.)11月23E]付の農務大臣 phrayaThewetから王への奏上文66)において,phrayaBanrd

の息子および官吏の計 3名による掘削継続の申請が行なわれたことがわかる｡その際,政府に

対 しての保証金として利益金の一部を前納するとしている｡このほかに同時期に三つの開削計

画が申請されているが,phrayaTIleWetは,｢絶対に損失がないだろうという保証を得るより

も,かえって政府自らが適切に掘削したほうがよい---｣と記 し,許可されなかった｡このこ

｢1 :ViHqge

--ー二千一 :RiverchqnnetorcQnClt

ここ二二二⊃ :PondormclrSh inundc)†edduringtherQlnySeClSOn

- :Pondormc)rshinundc]Ied q†C)llsec]sons

Fi虫.7 phrayaBanrもCanalRegion

66) K.S.9.2/18,9/273,R缶angraoPhuthiKhoAnuyatKhutKhlongNaiTambonTangTang･
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とは先のphraRachaphimon運河 (K･28)と閣様,個人や私会社による開削資金調達の困難と

持続的な資本投下の不十分を,政府がしだいに認識してきたことを示 している｡

事例7: BangPhriYai運河 (K･30)

以上のほかにも,首都南東の臨海地帯のデルタ低地において開削計画があらわれる｡運河局

文書 K･S.9.2/17号ファイル所収の Ratanakosin暦116年 (1897A･D･)9月 6日付の ChaoFa

KromakhunNaritの上奏文67)は,モ-ン人隊長 (NaiKongRaman)SamingPanthalaによ

る SamutPrakan領内における運河開削申請について記 している｡

計画は BangLao,BangHia運河とよばれる曲流する水路問を結ぶ全長 315sen(12･6km),

幅 5wa(10m),深さ5sok(2･5m)の運河を開削し,沿岸に幅 6wa(12m)の公道を造成し,公

道から30sen(1.2km)の土地を 許可がおりしだいに所有するというものであった｡ また掘削

完了したならば,運河は政府のものとし,測地 して総面積の地価の 5%を上納すると定められ

ている｡

同株の計画がまたシャム運河掘削 ･水田濃概会社によって甲請され,すでに Rangsit運河工

事において使用されはじめた掘削機械が使用されるはずであった｡しか し政府の収益および計

画遂行の安全性を考慮 して ChaoFaKromakhunNaritは SamingPanthalaの開削計画の許

可を王に進言している｡またこの計画運河はきわめて梅岸に近接しているため,すでに設置さ

れていた建設省 Krom Yottha68)の外国人技師による塩水遡上防止などをめぐる技術的検討が

加えられている｡69)

『農務省史』はこの運河について,Ratanakosin暦117年 (1899A.D.)に着工 し120年に完工

したとしている｡70)しかし1913-14年調査の地形図71)上には, この計画内容に合致する運河水

路を検出することはできない｡それがいかなる理由によるかば,今はまったく不明である｡

事例8: PhasiCharoen運河 (K.15),DamnoenSaduak運河 (K.14)改修

新運河開削とともに,既存の幹線運河の凌諜改修も政府との契約にもとづいて有力華僑 らの

手によって行なわれる｡運河局文書 K･S･9･2/9号ファイルには,華僑 HokHongWanなる

者による首都西方のこの二運河における改修とそれにともなう通行料金徴収,運河管理などの

中吉酎こ関する文書を収録している｡72)

首都西方の米を中心とする水運の要である幹線運河のシル ト堆積による大型船舶の航行不能

67) K･S･9･2/17,21/273,R屯angSamingPanthalaKhoAnuyatKhutKhlongTambonI)angLao.
68) Chakri改革期に中央政府の独立した-省として設置され,道路造成,運河開削などあらゆる建設工

事,および郵便,電信,鉄道などの公共事業を担当するとされた｡Chulalongkon(1887):p.104.
69) 建設省上級技師による報告書｡K.S.9.2/17号ファィル所収｡
70) P.K.K.,pp.152-3.
71) 1913-14年調査,533,569/4-47BangPhli図幅.

72) K･S･9･2,19,28/273,R屯angChinHokHongWanKhoAnuyatSonKhlongPhasiCharoenDamnoen
Saduak.
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は,とりわけ米の流通過程の大半をにぎる華僑73)にとって重大な問題であったと考えられる｡

HokHor唱 Wanは Ratanakosin暦112年 (1893A･D･)3月21口付の農務大臣 ChaoPhraya

Surasakmontriあての申請書の前文において次のごとく述べている｡

｢私はそれらの運河 (西方の5本の幹線運河)を行き来して,年ごとに浅くなってきているのを見てお

ります｡3,4月から8,9月にかけての乾期におきましては,首都に商品を売りに来る商船でも,また地方

に売りに行く商船でも同じですが,もしも大型船が運河中央で航行を妨げられてしまいますと,小さな船

は11,12日間近くも停船しなければなりません｡時には15日も脱出することができません｡･---もしも

人民や商人の船が欄座して停止してしまいますと,しばしば例列なく盗賊に強奪され殺傷されてしまいま

す｡--｣

欄座 した船舶は沿岸の農民をやとって水牛によって曳航 しなければならなかったが,そのコ

ス トは高 く,時間的浪費とともに商船にとっては大きな出費であった｡74)このような華僑にと

ってさしせまった要請の認識のもとに,HokHongWanは凌深改修,通行料金徴収,治安維

持を含む運河管理の権限を与えるよう8項目の申請を行なっている｡

申請の内容は,二運河のシル トの堆積 した箇所を 凌探して約 3-4sok(1.5-2m)に掘り下

げ,さらに両岸に曳航を主目的とする幅 4wa(8m)の通路を造成するというものであった｡ま

たそれに投下する資金の見返りとして, 3年間に限って,船舶の大きさにしたがって 8at-2

bahtの率で商船から通行料金を徴収 し, さらに政府が巡査 PhonTrawenをやとって盗賊を

とりしまるかわりに自らを盗賊追討人 PhuRaksaChonphuraiに任じてほしい由の申請を行

なっている｡

ChaoPhrayaSurasakmontriは,商品流通を保障する交通路としてのこの二運河の重要性

を強調 し,政府の凌潔改修事業によるぽう大な出費をさけるため,HokHongWanとの契約

を結ぶべきとo)進言を行なっている｡

以上,政府との契約関係にもとづ く運河開発の諸事例を検討 した｡この時期a)運河における

漆翫 ･排水および水運における機能の形態的側面には,Rangsit運河をのぞいて未だ大きな変

化は認められない｡しか しながら,土地の商品化と米を中心とする商品流通の発展は,これま

での運河開発の性格に変化をもたらした｡国家による耕地面積拡大と商品流通を保障する下流

部運河開発は,国民経済の一定程度の発展によって,王族,官僚貴族,有力華僑らの利得行為

として追求されるようになっていったのである｡

Ⅴ む す ぴ に か え て

ChaoPhrayaデルタにおける運河開発は,以上論述 したどとく,デルタの自然環境に強 く規

73) Ingram (1971):p.71.
74) 曳航は1日で 2-3sen(80-120m),水牛の所有者は船の大小によって1隻につき4-8bahtの代金をと

ったといわれる｡K.S.9.2/9号ファイル0
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定されながら,交通手段の確保と生産力の発展という二つの側面から追求されたといえる｡ デ

ルタの運河開発の展開過程は,国家がこの交通条件と濯概 ･排水による水利条件を整備するこ

とによって,デルタの自然環境を克服していく過程であったといえる｡

運河開発の展開過程を, 交通条件の整備, とりわけ 内陸水運の発達として捉えるならば,

Fig.8のダイヤグラムのように示される｡Ayutthaya朝,Ratanakosin朝初期においては,国

家は多くの短絡運河を ChaoPhraya河下流に開削することによって, デルタ下流部の水運の

合理化をはかってきた.これらの一連の水路群は Bangkok近郊運河体系として結実 していく｡

Bangkok近郊運河体系は,王都が上流部のAyutthayaにあった時代には,王都にいたる Chao

Phraya本流の航路をより直線化することによって短縮するという機能をもったのである｡ そ

AY

Fi色･8 TheCanalSystemintheLowerPartofChaoPhrayaDelta,attheCloseofthe19thC.

BCS:BangkokOutskirtsCanalSystem
AY :Ayutthaya
PT :Pathum Thani
NB :Nonthaburi

BK :Bangkok
NK :NakhonKh缶ankhan(phraPradaeng)
SP .･SamutPrakan

CS :Chachoengsao
NP :NakhonPathom
NC .･NakhonChaisi

SK :Sakhonburi(SamutSakhon)
RB :Ratburi

SS :SamutSongkhram
O:Krung(Capital)
○:Huamもang(Town)
A :IIuam屯angPaknam (Fort-town)
o :DanphasiPhainai(InternalTransitCustom)

kl :K.Samrong
k2 :K.Mahachai
k6 :K.SunakHon
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k7:K.SaenSaep
kll:K.ChediBucha

k12:K.Yong
k13:K.Mahasawat
k14:K.DamnoenSaduak
k15:K.PhasiCharoen
k16:K.PremPrachakon

k17:K.NakhonN也angKhct
k18 :K.PrawetBurirom

k19:K.1,K.2,K.3,K.4
k20:K.Preng
k21:K.ThawiWatthna

k22:K.Naraphirom
k23:K.Rangslt
k24:K.Niyom Yatra
k25:K.Udom Chanchon

k26:K.LuangPhaeng
k27:K.Charoen

k28:K.phraRachaphimon
k29:K.phrayaBanr缶



口辺:Cha()Phrayaデルタの運河開発に関する一考察(刀)

の目的は,軍事的であると同時に,諸外国との王室独占貿易や,租税徴収の円滑化をはかるた

めでもあったといえる｡

王都が下流部の Bangkokに移り,デルタ下流部のエクメネの拡大とともに,ChaoPhraya

河東西に平行する諸河川を横断して結合する横断運河が開削される｡ すでに Ayutthaya朝に

おいてもその試みはみられ,ルー トⅠの Samrong運河やルー トtIの Mahachai運河などはそ

の先駆的な例であった｡横断運河は平行する諸河川の河口地方圏の城砦都市をインターチェン

ジとして,デルタ下流部における軍事的あるいは地方国支配のための交通路となっていたので

ある (ルー トⅢ,ルー トIⅡなど)0

国家はこれらの運河開削にほう大な Phraiの篠役労働力を投 じてきたが,課役代の普及と華

僑の流入にともない,徳役にかえて安価な華僑労働力が雇用されるようになった｡19世紀中葉

における自由貿易の開始は輸出米生産発展の契機となり,下流部デルタ徴高地における荒蕪地

の水閏化がしだいに進行する｡運河開発の性格は,耕地面積の拡大と,サ トウキビなどの輸出

用乾期畑作物,さらに米を中心とする商品流通の拡大を目的とするようになる｡

デルタ激高地上に 展開をみた一連の 幹線運河の開削 はまさにこの要請に応えるものであっ

た｡既存の横断運河もこの幹線運河体系の｢恒こ組み込まれ,首都両方において水運の体系が形

成される (ルー トⅢ,ルー トⅣ, ルー トV)｡これらの幹線運河開削にともなって,その沿岸の

荒蕪地はしだいに水田化されていくが,そこにはしばしば王族,官僚貴族による大土地所有が

形成され,水田化も旧制度身分関係の枠の中 でのみ進行をみたのである.王族,官僚貴族によ

って保有された運河沿岸の土地のかなりの部分が荒蕪地のまま残存 していたことは,この点を

反映 していると考えられる｡

19植紀末葉,とりわけ五枚王治世に入 ってからは,米輸出の拡大,米価の上昇とともに,国

家は幹線運河体系のもつ本来的な二つの機能をより明確に意識 し,運河の管理 ･維持および新

運河開削による実質的な耕作面積の拡大が計画的に追求されるようになる｡ほう大な運河開削

資金の支出を緩和させるため,国家は運河税として確概水の受益者である農民に開削費の-一部

を支弁させ,同時に旧制度下の大土地所有を抑制するための沿岸土地の配分が追求されたので

ある｡

このような耕地tf.Li積拡大と商品流通を目的として開削された運河沿岸には,農民によって占

取された島地型耕地地片が運河から直角に掘削された漕概用の小水路にそって展開 していく｡

長地型耕地地片と運河沿岸に連らなる列状水路村の結合からなる固有の景観は, 下流部の計画

的運河開発の進行を特徴づけるものである｡

かかる計画的運河開発の進行は,19世紀中葉に形成された水運の体系をより発展させ,とり

わけ首都東方における幹線運河の開削によって,下流部全域にわたるデルタ微高地上の幹線運

河体系が完成されるのである｡これらの幹線運河を米を中心とする商品を積載して航行する大
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小の船舶はぱく大な量に連する｡Tablelは1902年 A.D.の農務省による主要幹線運河におけ

る船舶通行量の調査結果である｡

VanderHeideによれば,ヨーロッパの河川で,例えば ドイツ-オランダ国境におけるライ

ン川の1898年の年間船舶通行量は58,546隻であり,1日平均160隻であるといわれる.75)船舶の

規模の違いはあるが,ChaoPhraya デルタo)幹線運河の通行量はそれにくらべてぱく大な量

にのぼる｡

Table1 TheCargoBoatTrafficintheTrunkCanals(1902A.D･)

K.DamnoenSaduak 3168/5d.

K.PrawetBurirom 2291/5d.

K.SaenSaep 5302/5d･(largeboat1707:smallboat3595)

K.Rangslt 2978.!5d.(largeboat545:smallboat2433)

K PhasiCharoen 9851/7d.(largeboat2021.･smallboat7830)

1406/1d･(larget,oat286ニSmallboat1119)

Sourcc:Vanderlieide,Ii.,GeneralReporto717rrなationandDrainagel'ntheLowerMenam

VaZ･le_〟,Bangkok,1903,p.58.

これらの幹線運河体系は,先の Bangkok近郊運河体系との結合の上に,下流部全域にわた

る水運の体系を完成させていったのである｡Ratanakosin暦117年 (1898A.D.)7月の｢首都圏

国内税関設置令｣76)によれば,Bangkok近郊運河体系の外縁部の7カ所に国内税関 Danphasi

Phainaiが設けられている｡米を申L､とする商品を積載 した船舶に課税するこの国内税関の設

置された地点は,図 1,8中に示 したごとく幹線運河の首都圏-の門戸にあたる｡19世紀末葉に

おいては,両運河体系はこれらの国内税関を結節点として結合されていたともいえる｡

幹線運河体系を補完 しつつ開削された一連の運河は,1880年代以降のものであり,デルタ微

高地からしだいにデルタ低地の開発-と移行 していく｡19世紀末葉にはじまる Chakri改革の

進展による旧制度身分制の解体,土地制度上の諸改革による土地所有の私有化,さらには土地

の商品化によって,運河開発の主体は国家と結合 した官僚貴族,有力華僑の手にゆだねられて

いったのである｡しか し,官僚貴族,有力華僑による資本蓄積は未だ不十分であり,投機的性

格をもったこれらの運河開発計画は しばしば中絶された｡この点はある程度,19世紀末葉にお

ける国民経済の発展の未熟さを反映していると考えられる｡

このような19世紀後半の運河開発によって拡大された耕地は,旧制度身分制社会の解体によ

って発生 した自由な農民層によって占取され水田化されていったと考えられる｡また旧制皮下

の大土地所有は身分関係にもとづ く労働力を失い解体せざるを得なかったと一般にいわれてい

る｡19世紀末葉における政府との契約関係において展開 した運河開発は,また一方での新たな

75) VanderHeide(1903):p.58.
76) Sathian(1939):pp.47-8.
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地主一小作関係にもとづ く大土地所有制を発生させたとも考えられる｡このような運河開発に

ともなう土地所有の変化は,運河開発が生産力発展の契機となりえたかぎり,また国民経済の

形成の基盤がデルタの米穀生産におかれるかぎり,解明すべき本質的課題であろう｡しか し本

稿においては十分解明されたとはいえない｡今後の史料の体系的な整理 ･検討によって,その

欠は補いたいと考える｡
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